
様式第11号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ　年度報告

（１）派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在） （２）労働者派遣事業の売上高

①全労働者 100 － － － －

②派遣労働者総計 40

( =a+b=c+d ) 30(a) 20 10(b) 3
（３）請負事業の売上高

③無期雇用派遣労働者 10(c) 10 10

④有期雇用派遣労働者 30(d) 20 10 10 3

（４）海外派遣労働者数（実人数）

⑤日雇派遣労働者 2

⑥ 登録者　※ － － － － （５）派遣先に関する事項

※登録制度のある事業主のみ ①派遣先事業所数（実数）

8

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数 １日以下のもの
１日を超え７日
以下のもの

７日を超え１月
以下のもの

１月を超え２月
以下のもの

２月を超え３月
以下のもの

３月を超え６月
以下のもの

６月を超え１２
月以下のもの

１年を超え３年
以下のもの

３年を超えるも
の

50 15 5 3 1 1 10 15

（６）教育訓練（キャリアアップに資するものを除く）の実績

① 労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育 ③主な派遣先事業主（取引額上位５社）

イ 5 1 1 10 1

ロ 6 1 2 10 1

ハ 7 1 2 10 2

ニ

ホ

② その他の教育訓練（①及び（11）に係るものを除く） （７）紹介予定派遣に関する事項

１ OJT
・

２ OFF-JT

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 訓練機関・
４ その他

１ 無償（実費
負担なし）・
２ 無償（実費
負担あり）・
３ 有償

１ 有給（無給
部分なし）・
２ 有給（無給
部分あり）・
３ 無給

イ 2 1 1 1 1 5 4 4

ロ

ハ

（８）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記以外のそ
の他の措置

30 4 3 15 5 8 6 2 2

3 2 2 1 1

5 1 2 1 1 2 1

3 2 1 1 1

5 2 2 1 1 1

4 2 1 1 1 1

10 1 1 6 2 2 1

「１年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が１年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

（７）欄の「イ　紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

10,000,000

2

備考

ロ 紹介予定
派遣により労
働者派遣をし
た 労 働 者 数
（人）

ハ　紹介予定
派遣において
職業紹介を実
施した労働者
数（人）

ニ 紹介予定派遣
で職業紹介を経て
直接雇用に結びつ
い た 労 働 者 数
（人）

第１号から第４
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数

労働者派遣契約がな
かった

計
通算雇用期間
が１年以上の
派遣労働者

通算雇用期間
が１年未満の
派遣労働者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

株式会社Ａ 東京都千代田区

株式会社Ｂ 東京都港区

東京都新宿区

東京都中央区

所在地

教育の内容

Ｄ区役所

株式会社Ｃ

教育の内容及び当該内容に係る労
働安全衛生法又は労働安全衛生規

則の該当番号
教育の方法の

別
１ 座学

・
２ 実技

教育の実施主
体の別

１ 事業主・２
派遣先・３ 教
育機関・４ そ

の他
受講した派遣
労働者数

１人当たりの
平均実施時間

氏名又は名称

危険予測訓練

訓練費負担の
別

賃金支給の別

訓練の内容

訓練の方法の
別

腰痛防止教育 有限会社Ｅ 神奈川県横浜市

整理・整頓・清掃・清潔訓練

第３号 の措置
（派遣元で派遣
労働者以外の労
働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

訓練の実施主
体の別

※１

対象派遣労働
者数

コンプライアンス研修

イ 紹介予定
派遣に係る労
働者派遣契約
の 申 込 人 数
（人）

１人当たりの
平均実施時間

40,000,000

0

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業
に係る売上高について、決算後の金額を記載

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業
の売上高について、決算後の金額を記載

１年半から２年未満見込み

１年から１年半未満見込み

１年未満見込み（※１）

期間

※２

２年から２年半未満見込み

計

３年見込み

２年半から３年未満見込み

第１号の措置
（ 派遣先への
直接雇用の依
頼）を講じた
人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数

(1)・・・・・ 決算期末日における人数（3月末

決算の場合 R7.3.31 現在）

(4)～(8)・・・【報告対象期間】人数（第1面の

8の期間 ※ 延べ人数ではありません。

④① ② ③

①は派遣以外（正社員、契約社員、パート、アルバ
イトなど）も含めた全従業員数（役員は除く）。

法第30条 雇用安定措置の対象者

派遣の実績がある場合記載（事業所毎の売上高）

請負の実施「有」の場合記載

派遣実績がない場合〇印を記載する

労働安全衛生法第59条第1項による労働安全衛生規則第35条第1項の教育について記入。
また、第8号については、該当する教育を行った場合は具体的な内容を記入すること。

労働安全衛生規則第35条第１項第1号から第８号までの該当する番号（１～８）を記入
労働安全衛生法第５９条第２項該当は「９」、同条第３項該当は「１０」を記入

キャリアアップ以外のもの。
第6面の訓練内容は含まない。

報告対象期間内に雇用安定措置を行った人数（報告期間末日現在の実人数である(1)②派遣労働者の総計と一致しません)。
（「FAQの11 」参照）。 ※ 無期雇用派遣労働者は、雇用安定措置の対象ではありません。

所在地は区市町村まで記載

①③通算雇用期間 → 派遣元での通算雇用期間
②④同じ職場に1年以上派遣見込み → 報告対象期間末日現在、派遣している組織単位（課やグループなど）での通算の

派遣契約の期間。
（例）3月末決算の場合で、令和6年1月に採用された派遣労 働者が、1年間の派遣契約を締結。
派遣元での通算雇用期間は3ヶ月だが、同じ職場に1年の派遣見込があるため、③「通算雇用期間が1年未満の派遣労働
者」欄と④「同じ職場に1年以上派遣見込みの者」（③の内数）に計上する。

報告対象期間内に締結した個別契約件数。3月末決算の場合は、R6.4.1
～R7.3.31の間に締結した個別契約が対象となる。例えばR7.4.1からの派
遣をR7.3月中に締結した場合は、今回の事業報告に含める。

東京労働局_R7.3
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